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「
血
気
の
勇
者
」
に
み
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室
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展
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│
│
軍
記
物
語
を
端
緒
と
し
て
│
│

滝
澤
　
み
か

一
、
は
じ
め
に

　
　

い
に
し
へ
よ
り
い
ま
に
い
た
る
ま
で
、
此
為
朝
ほ
ど
の
血
気
の
勇
者
な
し
と
ぞ
諸
人
申
け
る
。

　

平
安
末
期
に
日
本
で
起
き
た
保
元
の
乱
を
主
材
と
す
る
『
保
元
物
語
』
に
は
、
源
為
朝
と
い
う
武
士
が
登
場
す
る
。
強
弓
の
使
い
手
と
し
て

物
語
の
中
で
戦
う
為
朝
は
、
長
い
間
、
特
に
戦
前
の
日
本
に
お
い
て
は
国
語
の
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
ほ
ど
著
名
で
あ
り
、
い
わ
ゆ

る
「
英
雄
」
と
し
て
日
本
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
人
物
で
あ
る（
１
）。
そ
の
為
朝
の
活
躍
を
伝
え
る
媒
介
の
一
つ
に
『
保
元
物
語
』
が
あ
っ

た
。
こ
の
作
品
は
複
数
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
持
ち
、
中
に
は
為
朝
に
対
し
て
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
一
文
を
記
し
て
物
語
の
幕
を
閉
じ
る
場

合
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
現
れ
る
「
血
気
の
勇
者
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　

現
代
に
お
い
て
も
、「
血
気
」
と
い
う
語
は
「
血
気
盛
ん
」
あ
る
い
は
「
血
気
に
逸
る
」
と
い
っ
た
使
い
方
が
あ
る
よ
う
に
日
常
的
な
使
用

例
が
残
っ
て
お
り
、
一
般
的
な
国
語
辞
典
の
類
に
も
「
血
気
」
の
項
目
は
立
項
さ
れ
て
い
る
。
遡
る
と
中
国
由
来
の
言
葉
と
考
え
ら
れ
、『
論

語
』
や
『
礼
記
』、『
春
秋
左
氏
伝
』
な
ど
に
用
例
が
あ
る
。
日
本
で
も
古
く
か
ら
使
用
さ
れ
、
八
世
紀
に
成
立
し
た
『
家
伝
』
武
智
麻
呂
伝（
２
）

に
は
「
於
レ
是
、
儲
后
始
加
二
元
服
一
、
血
気
漸
壮
」
と
書
か
れ
、
あ
る
い
は
嵯
峨
天
皇
（
七
八
六
〜
八
四
二
）
の
著
し
た
『
新
修
鷹
経
』（『
群

書
類
従
』
所
収
）
に
は
「
以
二
爪
若
竹
筵
一
掻
二
膚
上
一
、
殆
出
二
血
気
一
」
と
あ
る
（
い
ず
れ
も
傍
点
論
者
）。
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
窺
え
る
よ
う

に
、
血
色
・
血
液
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、「
血
気
」
に
「
勇
者
」
と
い
う
語
を
伴
う
古
い
用
例
は
確
認
出
来
な
い
。
血
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六

気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
は
、
さ
ら
に
時
代
を
下
り
、
室
町
期
以
降
の
日
本
に
お
い
て
多
く
使
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
『
保
元
物
語
』
も
そ
の
流
れ
に
あ
る
一
例
で
、
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
が
こ
の
作
品
に
現
れ
た
の
は
、
十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
前

半
と
い
う
室
町
末
期
・
戦
国
期
に
作
ら
れ
た（
３
）、
流
布
本
と
呼
ば
れ
る
段
階
の
本（
４
）に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
こ
の
語
に
対

し
て
注
釈
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
池
田
敬
子
氏
は
、
こ
の
流
布
本
『
保
元
物
語
』
の
末
尾
を
「
よ
き
武
人
と
し
て
為
朝
像
を
結
ぼ
う

と
す
る
姿
勢
」
と
し
て
読
み
取
り
肯
定
的
に
捉
え）

5
（

、
あ
る
い
は
、
松
尾
葦
江
氏
は
為
朝
の
造
型
に
着
目
す
る
論
稿（
６
）の
中
で
、「「
血
気
の
勇
者
」

は
必
ず
し
も
賛
辞
で
は
な
い
」
と
し
、
そ
の
注
に
『
太
平
記
』
を
挙
げ
て
自
身
の
見
解
を
示
す
な
ど
、
解
釈
は
各
様
で
あ
る
。
論
者
は
以
前
、

松
尾
氏
と
は
異
な
る
検
証
方
法
と
し
て
、
流
布
本
の
全
体
志
向
を
分
析
し
た
上
で
、
為
朝
に
対
す
る
執
筆
姿
勢
を
検
証
し
、
加
え
て
『
太
平

記
』
だ
け
で
は
な
く
、
流
布
本
『
平
治
物
語（
７
）』
や
仮
名
本
『
曾
我
物
語
』
に
も
こ
の
言
葉
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、「
血
気
の
勇
者
」

が
否
定
的
な
表
現
で
あ
る
と
述
べ
た（
８
）が
、
こ
の
言
葉
に
対
す
る
研
究
は
未
開
拓
な
面
が
多
い
。
右
に
挙
げ
た
作
品
の
中
で
は
、『
太
平
記
』
の

事
例
に
関
し
、
増
田
欣
氏
に
よ
り
漢
籍
と
の
交
渉
が
解
明
さ
れ
た
が（
９
）、
以
降
こ
の
言
葉
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
作
品
を
越
え
て
日
本

の
事
例
に
焦
点
を
当
て
た
総
合
的
な
論
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い）
10
（

。
そ
の
た
め
、
日
本
に
お
い
て
ど
の
程
度
こ
の
言
葉
が
使
用
さ
れ
、
常
識
化

し
て
い
た
考
え
な
の
か
と
い
う
実
態
は
不
明
瞭
で
あ
り
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』
の
解
釈
が
揺
れ
る
の
も
そ
う
し
た
研
究
の
現
状
を
反
映
し
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
物
語
の
最
末
尾
と
い
う
重
要
な
位
置
に
用
い
ら
れ
、
複
数
の
他
作
品
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み

れ
ば
、「
血
気
の
勇
者
」
と
は
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
通
用
し
て
い
た
重
要
な
考
え
方
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ

の
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
室
町
期
以
降
の
文
学
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
た
の
か
明
ら
か
に
し
、
さ
ら

に
は
文
学
か
ら
現
実
社
会
へ
の
波
及
を
探
っ
て
み
た
い
。

二
、
文
学
作
品
に
お
け
る
「
血
気
の
勇
者
」
の
語
句
の
機
能

（
一
）『
太
平
記
』
前
後
の
状
況

　

流
布
本
『
保
元
物
語
』
や
流
布
本
『
平
治
物
語
』
な
ど
に
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
と
述
べ
た
よ
う
に
、
い
く
さ
を
題
材
と
す
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「
血
気
の
勇
者
」
に
み
る
室
町
期
の
語
句
表
現
と
そ
の
展
開

七

る
、
軍
記
物
語
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
に
こ
の
言
葉
は
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
嚆
矢
と
も
言
わ
れ
る
『
将
門
記
』

や
『
陸
奥
話
記
』、
あ
る
い
は
『
平
家
物
語
』
の
中
で
も
比
較
的
古
態
を
残
す
延
慶
本
や
、
十
四
世
紀
中
頃
の
奥
書
を
持
つ
本
が
あ
る
『
源
平

闘
諍
録
』、
人
々
に
広
く
読
ま
れ
た
覚
一
本
や
『
源
平
盛
衰
記
』
と
い
っ
た
諸
本
に
お
け
る
用
例
は
見
出
せ
な
い
。
こ
の
言
葉
は
、
日
本
に
お

い
て
は
十
四
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
『
太
平
記
』
を
契
機
に
広
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
、『
太
平

記
』
を
除
く
日
本
に
お
け
る
使
用
状
況
や
定
着
度
に
つ
い
て
は
不
明
確
な
部
分
が
多
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
『
太
平
記
』
の
用
例
を
確
認
し
つ

つ
、
当
該
語
句
の
出
現
以
前
・
以
後
の
状
況
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
『
太
平
記）
11
（

』
に
は
巻
四
「
備
後
三
郎
高
徳
事
付
呉
越
軍
事
」、
巻
二
十
三
「
大
森
彦
七
事
」、
巻
二
十
九
「
師
直
以
下
被
誅
事
付
仁
義
血
気
勇

者
事
」
に
用
例
が
あ
り
、
特
に
巻
二
十
九
の
高
師
直
た
ち
の
敗
戦
に
続
い
て
、
長
文
に
わ
た
る
説
明
が
あ
る
こ
と
は
著
名
で
あ
る
。
以
下
、
該

当
箇
所
で
あ
る
。

夫
兵
ハ
仁
義
ノ
勇
者
、
血
気
ノ
勇
者
ト
テ
二
ツ
ア
リ
。
血
気
ノ
勇
者
ト
申
ハ
、
合
戦
ニ
臨
毎
ニ
勇
進
ン
デ
臂
ヲ
張
リ
強
キ
ヲ
破
リ
堅
キ
ヲ

砕
ク
事
、
如
レ
鬼
忿
神
ノ
如
ク
速
カ
ナ
リ
。
然
共
此
人
若
敵
ノ
為
ニ
以
レ
利
含
メ
、
御
方
ノ
勢
ヲ
失
フ
日
ハ
、
逋
ル
ニ
便
ア
レ
バ
、
或
ハ

降
人
ニ
成
テ
恥
ヲ
忘
レ
、
或
ハ
心
モ
發
ラ
ヌ
世
ヲ
背
ク
。
如
レ
此
ナ
ル
ハ
則
是
血
気
ノ
勇
者
也
。
仁
義
ノ
勇
者
ト
申
ハ
必
モ
人
ト
先
ヲ
争

イ
、
敵
ヲ
見
テ
勇
ム
ニ
高
声
多
言
ニ
シ
テ
勢
ヲ
振
ヒ
臂
ヲ
張
ザ
レ
共
、
一
度
約
ヲ
ナ
シ
テ
憑
レ
ヌ
ル
後
ハ
、
弐
ヲ
不
二
存
ゼ
一
心
不
レ
変
シ

テ
臨
二
大
節
一
志
ヲ
奪
レ
ズ
、
傾
所
ニ
命
ヲ
軽
ズ
。
如
レ
此
ナ
ル
ハ
則
仁
義
ノ
勇
者
ナ
リ
。
今
ノ
世
聖
人
去
テ
久
ク
、
梟
悪
ニ
染
ル
コ
ト
多

ケ
レ
バ
、
仁
義
ノ
勇
者
ハ
少
シ
。
血
気
ノ
勇
者
ハ
是
多
シ
。（
中
略
）
是
ヲ
以
テ
、
今
師
直
・
師
泰
ガ
兵
共
ノ
有
様
ヲ
見
ル
ニ
、
日
来
ノ

名
誉
モ
高
名
モ
、
皆
血
気
ニ
ホ
コ
ル
者
ナ
リ
ケ
リ
。
サ
ラ
ズ
ハ
ナ
ド
カ
此
時
ニ
、
千
騎
二
千
騎
モ
討
死
シ
テ
、
後
代
ノ
名
ヲ
挙
ザ
ラ
ン
。

仁
者
必
有
レ
勇
、
々
者
必
不
レ
仁
ト
、
文
宣
王
ノ
聖
言
、
ゲ
ニ
モ
ト
被
二
思
知
一
タ
リ
。

　

足
利
直
義
た
ち
と
の
戦
い
を
重
ね
て
い
た
師
直
た
ち
は
武
庫
川
で
命
を
落
と
す
。
そ
の
話
に
続
け
て
血
気
の
勇
者
に
つ
い
て
の
説
明
を
配
置

し
、『
太
平
記
』
は
師
直
・
師
泰
を
「
血
気
ニ
ホ
コ
ル
者
」
と
批
評
す
る
。
今
の
世
は
「
梟
悪
」
で
あ
る
の
で
、「
血
気
の
勇
者
」
が
多
く
「
仁
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八

義
の
勇
者
」
が
少
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
血
気
の
勇
者
と
し
て
の
在
り
方
は
奨
励
さ
れ
ず
、
仁
義
の
勇
者
こ
そ
が
あ
る
べ
き
姿
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
傍
線
部
分
で
は
、
血
気
の
勇
者
と
は
合
戦
に
勇
ん
で
臨
む
者
で
は
あ
る
が
、
味
方
の
状
況
次
第
で
は
、
恥
も
忘

れ
て
裏
切
っ
た
り
出
家
を
し
た
り
す
る
こ
と
も
有
り
得
る
存
在
だ
と
さ
れ
、
心
の
在
り
方
に
問
題
を
置
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
心
根
は
当
然
戦

場
に
い
る
武
士
に
と
っ
て
は
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
言
え
る
こ
と
か
ら
、
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
は
、
ま
ず
否
定
的
な
意
味
を
含
ん
で
軍
記

物
語
に
登
場
し
た
こ
と
が
確
認
出
来
る
。

　

一
方
、
仁
義
の
勇
者
は
勢
い
を
も
っ
て
戦
う
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
一
度
約
束
を
す
れ
ば
、
志
を
貫
き
、
命
を
惜
し
ま
ず
戦
う
存
在
だ
と

す
る
（
点
線
部
）。
こ
の
よ
う
に
、
勇
者
の
在
り
方
と
し
て
血
気
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
に
対
比
す
る
理
想
と
し
て
仁
義
が
意
識
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。『
太
平
記
』
の
こ
う
し
た
考
え
が
、『
論
語
』
憲
問
第
十
四
に
あ
る
「
仁
者
必
有
レ
勇
、
勇
者
不
二
必
有
一レ
仁
」
と
関
わ

る
こ
と
は
、『
太
平
記
』
自
身
が
「
文
宣
王
ノ
聖
言
」
と
し
て
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
々
『
論
語
』
が
説
く
の

は
「
勇
者
」
と
「
仁
者
」
の
対
比
で
あ
り
、
こ
の
一
文
に
は
「
血
気
」
の
語
は
現
れ
な
い
。『
太
平
記
』
は
、
朱
熹
（
一
一
三
〇
〜
一
二
〇
〇
）

に
よ
る
『
論
語
集
注
』
の
「
仁
者
心
無
二
私
累
一
、
見
レ
義
必
為
、
勇
者
或
血
気
之
強
而
已
」
や
、『
孟
子
集
注
』
の
「
孟
賁
血
気
之
勇
、
丑
蓋

借
レ
之
以
賛
二
孟
子
不
レ
動
レ
心
之
難
一
」
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
が
増
田
氏
等
に
よ
り
検
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）
12
（

。

　

し
か
し
前
引
し
た
、
日
本
に
お
い
て
「
血
気
」
の
語
の
早
い
使
用
例
が
見
え
る
『
家
伝
』
の
一
文
は
、
元
服
の
際
の
皇
太
子
の
様
子
を
表
す

も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
当
時
の
皇
太
子
は
藤
原
武
智
麻
呂
（
六
八
〇
〜
七
三
七
）
が
東
宮
傅
と
し
て
仕
え
た
と
す
る
首
皇
子
（
七
〇
一

〜
七
五
六
。
後
の
聖
武
天
皇
）
で
あ
り
、「
血
気
漸
壮
」、
す
な
わ
ち
血
気
が
壮
ん
で
あ
る
と
い
う
表
現
は
好
意
的
な
文
脈
上
の
も
の
で
、
戦
い

と
も
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。『
太
平
記
』
以
前
の
日
本
の
文
学
作
品
に
お
い
て
、
血
液
等
の
意
味
と
し
て
で
は
な
く
「
血
気
」
の
語
が
使

用
さ
れ
、
さ
ら
に
は
争
い
と
繋
げ
て
い
る
例
と
し
て
着
目
し
た
い
の
が
、
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
に
成
立
し
た
『
古
今
著
聞
集）
13
（

』
で
あ
る
。

同
書
巻
十
五
「
闘
諍
」
の
序
文
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

闘
諍
之
起
、
自
レ
少
及
レ
大
。
匪
二
啻
雄
一レ
鬪
、
多
以
決
レ
死
。
凡
有
二
血
気
一
、
皆
有
二
争
心
一
。
能
忍
二
小
忿
一
、
勿
レ
致
レ
奮
。
未
可
レ

慎
々
々
。
然
而
先
賢
間
有
レ
之
。
後
愚
誡
如
何
。
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「
血
気
の
勇
者
」
に
み
る
室
町
期
の
語
句
表
現
と
そ
の
展
開

九

　

こ
の
「
闘
諍
」
の
巻
に
は
複
数
の
争
い
の
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
巻
頭
の
序
文
に
、
傍
線
部
に
示
し
た
、『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
十

年
伝
「
凡
有
二
血
気
一
、
皆
有
二
争
心
一
」
を
典
拠
と
す
る
一
文
を
敢
え
て
配
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
血
気
が
様
々
な
争
い
と

結
び
付
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
慎
み
誡
め
る
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鎌
倉
末
期
頃
の
成
立
と
目

さ
れ
る
『
徒
然
草）
14
（

』
の
例
も
看
過
出
来
な
い
。
第
一
七
二
段
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

若
き
時
は
、
血
気
内
に
余
り
、
心
物
に
動
き
て
、
精
欲
多
し
。
身
を
危
ぶ
め
て
砕
け
や
す
き
こ
と
、
玉
を
走
ら
し
む
る
に
似
た
り
。
花
麗

を
好
み
て
宝
を
費
し
、
こ
れ
を
捨
て
て
苔
の
袂
に
や
つ
れ
、
勇
め
る
心
盛
り
に
し
て
物
と
争
ひ
、
人
に
恥
づ
、
羨
み
、
好
む
所
日
ゝ
に
定

ま
ら
ず
。（
中
略
）
老
ぬ
る
人
は
、
精
神
衰
へ
、
淡
く
疎
か
に
し
て
、
感
じ
動
く
所
な
し
。
心
を
の
づ
か
ら
閑
か
な
れ
ば
、
無
益
の
わ
ざ

を
な
さ
ず
、
身
を
助
け
、
愁
へ
な
く
、
人
の
煩
い
な
か
ら
む
こ
と
を
思
ふ
。
老
て
智
若
き
に
勝
れ
る
こ
と
、
若
く
し
て
か
た
ち
の
老
い
た

る
に
勝
れ
る
が
ご
と
し
。

　

各
注
釈
書
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
『
論
語
』
季
氏
第
十
六）
15
（

を
踏
ま
え
た
記
述
で
あ
る
。
若
い
時
は
血
気
が
内
に
余
り
、
そ
れ
が
「
勇
め
る

心
」
と
も
繋
が
る
と
し
、
老
い
て
か
ら
は
智
が
勝
る
こ
と
を
最
終
的
に
説
く
こ
と
か
ら
も
、
若
い
時
の
勇
む
心
は
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
こ
う
し
て
次
第
に
、
中
世
の
日
本
に
お
い
て
、「
勇
者
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
伴
わ
な
い
も
の
の
、「
血
気
」
が
争
い
や
勇
み
と
結
び

付
く
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
。
そ
う
し
た
土
壌
が
あ
っ
て
こ
そ
、『
太
平
記
』
の
よ
う
な
記
述
が
展
開
し
得
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

他
方
で
、
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
は
『
太
平
記
』
以
後
の
文
学
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
が
見
え
る

軍
記
物
語
は
、『
太
平
記
』、
流
布
本
『
保
元
物
語
』、
流
布
本
『
平
治
物
語
』
と
い
っ
た
主
だ
っ
た
作
品
だ
け
で
は
な
い
。『
太
平
記
』
以
降

に
成
立
し
た
軍
記
物
語
、
通
称
「
後
期
軍
記
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
の
中
で
、「
血
気
の
勇
者
」
や
そ
れ
と
併
用
さ
れ
る
「
血
気
の
勇
」
が

確
認
出
来
る
例
は
多
い
。
塙
保
己
一
（
一
七
四
六
〜
一
八
二
一
）
が
関
わ
っ
た
『
群
書
類
従
』
や
『
続
群
書
類
従
』、
さ
ら
に
そ
れ
に
続
く

『
続
々
群
書
類
従
』
に
収
録
さ
れ
た
作
品
に
限
っ
て
み
て
も
、『
明
徳
記
』（
十
四
世
紀
末
成
立
）、『
備
前
文
明
乱
記
』（
一
五
五
八
年
成
立
）、
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一
〇

『
土
岐
累
代
記
』（
一
六
一
五
年
成
立
）、『
最
上
義
光
物
語
』（
一
六
三
四
年
成
立
）、『
豊
内
記
』（
十
七
世
紀
前
期
以
降
成
立
）、『
土
岐
斎
藤

軍
記
』（
十
七
世
紀
前
期
成
立
か
）、『
里
見
九
代
記
』（
十
七
世
紀
前
期
成
立
か
）、『
甲
乱
記
』（
一
六
四
六
年
ま
で
に
成
立
か
）、『
北
条
記
』

（
一
六
三
〇
〜
一
六
六
五
年
成
立
）、『
播
州
佐
用
軍
記
』（
十
七
世
紀
半
ば
頃
成
立
）、『
相
州
兵
乱
記
』（
十
七
世
紀
後
期
以
降
成
立
）、『
立
斎

旧
聞
記
』（
一
六
八
九
年
ま
で
に
成
立
）、『
賤
岳
合
戦
記
』（
一
六
九
七
年
以
降
成
立
）、『
余
吾
庄
合
戦
覚
書
』（
一
六
九
七
年
以
降
成
立
）、

『
佐
野
宗
綱
記
』（
十
七
世
紀
後
期
頃
成
立
）、『
唐
沢
城
老
談
記
』（
十
七
世
紀
後
期
頃
成
立
）、『
多
賀
谷
七
代
記
』（
一
七
〇
七
年
成
立
）、『
藤

葉
栄
衰
記
』（
一
七
一
五
年
成
立
か
）、『
菅
谷
伝
記
』（
十
八
世
紀
半
ば
ま
で
に
は
成
立
）
が
あ
り）
16
（

、
そ
の
作
品
数
の
多
さ
が
窺
え
る）
17
（

。『
太
平

記
』
に
お
い
て
師
直
ら
の
評
価
と
し
て
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
た
よ
う
に
、
例
え
ば
『
土
岐
累
代
記
』
に
お
け
る
「
頼
芸
モ
血

気
ノ
勇
士
ナ
レ
ハ
、
兄
ヲ
討
テ
国
ヲ
奪
ノ
悪
心
出
来
」、『
播
州
佐
用
軍
記
』
に
お
け
る
「
藤
右
馬
允
大
手
ノ
矢
倉
ニ
居
シ
ケ
ル
カ
、
元
来
血
気

ノ
勇
者
ナ
レ
ハ
」、『
多
賀
谷
七
代
記
』
に
お
け
る
「
或
人
云
ク
、
多
賀
谷
ハ
血
気
ノ
勇
将
也
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
は
、
室
町
・
戦
国
時
代
の

作
品
に
限
ら
ず
、
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
作
品
の
中
に
も
人
物
を
批
評
す
る
言
葉
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

だ
が
、
こ
の
言
葉
は
統
一
さ
れ
た
明
確
な
定
義
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
後
期
軍
記
の
中
で
も
比
較
的
早
い
成
立
の
『
明
徳
記
』

は
、
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
に
起
き
た
明
徳
の
乱
後
ま
も
な
く
作
ら
れ
た
作
品
で
、
次
に
挙
げ
る
の
は
、
敗
戦
が
濃
厚
に
な
っ
た
際
の
山
名

親
子
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

奥
州
重
而
宣
け
る
は
、「
さ
れ
ば
こ
そ
御
分
達
は
日
本
一
の
不
覚
仁
共
に
て
有
ぞ
と
よ
。
只
か
な
は
ぬ
所
を
み
て
討
死
を
し
、
遁
べ
き
所

を
知
て
は
命
を
全
し
て
、
後
日
に
本
意
を
達
す
る
こ
そ
仁
義
の
勇
者
と
申
せ
。
是
非
の
進
退
を
も
不
弁
、
遁
べ
き
所
に
て
犬
死
を
し
て
、

敵
に
利
を
付
を
ば
傑
気
の
勇
者
と
て
道
に
背
所
也
。
若
き
者
に
可
然
若
党
を
付
る
事
は
加
様
の
時
の
為
ぞ
か
し
。
未
練
な
る
者
共
哉
。
つ

れ
て
引
」
と
し
か
ら
れ
け
れ
ば

　

行
動
を
別
に
し
よ
う
と
い
う
提
案
に
対
し
て
食
い
下
が
る
子
ど
も
た
ち
を
山
名
氏
清
（
奥
州
）
が
叱
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
氏
清
は
、
状

況
を
見
極
め
る
こ
と
が
出
来
る
者
を
仁
義
の
勇
者
、
そ
れ
が
出
来
な
い
者
を
血
気
（「
傑
気
」）
の
勇
者
と
し
て
い
る
。
恥
を
も
顧
み
ず
敵
に
下
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「
血
気
の
勇
者
」
に
み
る
室
町
期
の
語
句
表
現
と
そ
の
展
開

一
一

る
者
を
血
気
の
勇
者
と
し
て
批
判
し
て
い
た
『
太
平
記
』
と
は
異
な
り
、『
明
徳
記
』
で
は
武
士
と
し
て
の
判
断
能
力
を
基
準
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
文
明
年
間
の
備
前
国
を
中
心
と
し
た
赤
松
氏
と
山
名
氏
と
の
戦
い
を
記
し
た
『
備
前
文
明
乱
記
』
で
は
、
血
気
の
勇
者
に
つ
い
て
「
勝

軍
ノ
ト
キ
ハ
陣
ヲ
破
テ
敵
ヲ
亡
ス
事
数
ケ
度
ア
リ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
負
軍
ノ
時
進
退
度
ヲ
失
ヒ
、
後
代
ノ
名
ヲ
モ
不
恥
、
未
練
ノ
働
キ
ヲ
ス
ル

也
」
と
い
う
、
負
け
戦
の
と
き
に
引
か
ず
に
そ
の
ま
ま
戦
う
者
と
説
明
し
、「
後
代
ノ
名
」
に
も
視
野
を
広
げ
る
。
続
く
仁
義
の
勇
者
の
説
明

は
「
千
騎
カ
一
騎
ニ
ナ
ル
ト
云
ヘ
ト
モ
更
ニ
事
ト
モ
セ
ス
、
敵
ノ
猛
勢
ニ
モ
不
臆
、
不
遁
所
ヲ
知
テ
命
ヲ
軽
ン
ス
ル
也
」
と
し
、『
明
徳
記
』

が
「
遁
べ
き
所
」
に
注
目
す
る
の
に
対
し
、「
不
遁
所
」
へ
視
点
を
変
え
る
。
つ
ま
り
、
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
は
、
各
作
品
に
よ
り
焦
点

を
当
て
る
面
を
変
え
、
比
較
的
自
由
に
含
意
に
変
化
を
も
た
せ
て
用
い
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
各
作
品
の
読
み
手
に
教
訓
を
示
す
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以

下
、
大
阪
の
陣
を
題
材
と
し
た
『
豊
内
記
』
に
お
い
て
、
血
気
の
勇
者
・
仁
義
の
勇
者
に
言
及
し
て
い
る
場
面
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

近
キ
比
、
滝
川
左
近
・
佐
々
陸
奥
守
ナ
ト
ハ
鬼
神
ノ
様
ニ
申
候
者
共
ナ
リ
。
小
尻
ツ
マ
リ
ヌ
レ
ハ
首
ヲ
ノ
ヘ
テ
太
閤
相
国
ヘ
降
参
シ
侍

ル
。
是
皆
血
気
ノ
勇
者
也
。
仁
義
ノ
勇
者
ハ
富
四
海
ヲ
保
ト
モ
、
義
理
ノ
為
ニ
命
ヲ
捨
ル
事
、
塵
芥
ヨ
リ
モ
軽
カ
ル
ヘ
シ
。
仁
者
ニ
色
欲

ナ
シ
飾
ナ
シ
。（
中
略
）
爰
ヲ
以
テ
、
古
ノ
侍
ハ
強
ク
色
欲
ヲ
戒
メ
侍
リ
ヌ
。（
中
略
）
倩
古
今
ノ
侍
ト
モ
、
其
数
多
見
聞
侍
ル
中
ニ
、
家

富
ミ
高
名
有
テ
死
ヘ
キ
時
ヲ
知
テ
死
タ
ル
ハ
楠
正
成
也
。
是
ハ
文
学
ヲ
好
ミ
義
ト
不
義
ト
ヲ
能
弁
タ
ル
故
（
マ
マ
）。
正
成
・
田
単
カ
如
キ
ノ
名
将

タ
ニ
モ
、
一
念
ノ
用
ヒ
ニ
依
テ
心
動
キ
侍
ヌ
。
増
テ
其
余
ノ
人
、
色
欲
ニ
楽
ミ
心
移
ヲ
候
ハ
ヽ
、
大
節
ニ
望
ミ
不
覚
ス
ヘ
キ
事
無
疑
。
一

生
ノ
間
、
君
ノ
御
恩
ヲ
厚
ク
蒙
リ
、
妻
子
兄
弟
家
来
眷
属
数
多
ノ
命
ヲ
継
。
我
者
ナ
ラ
ヌ
人
マ
テ
モ
言
葉
ヲ
飾
、
色
繕
、
腰
ヲ
折
テ
敬
ヒ

侍
ル
。
此
恩
ノ
報
ニ
ハ
身
ヲ
全
シ
倹
約
ニ
饗
応
シ
、
能
士
ヲ
扶
助
シ
、
君
ノ
御
大
事
有
ハ
家
来
眷
属
ヲ
御
用
ニ
立
テ
心
ヲ
沈
メ
目
ヲ
見

張
、
敵
ヲ
数
多
亡
シ
不
叶
時
ニ
於
テ
打
死
ス
ル
ヲ
、
至
極
ノ
侍
ト
ハ
申
也
。

　

さ
ほ
ど
文
脈
を
割
か
ず
に
、
滝
川
一
益
・
佐
々
成
政
を
血
気
の
勇
者
と
し
て
批
評
し
て
い
た
文
脈
に
続
け
て
、
話
は
仁
義
の
勇
者
の
説
明
へ

と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
。
仁
義
の
勇
者
を
説
明
す
る
と
共
に
、
長
文
に
わ
た
り
、「
古
ノ
侍
」
に
視
線
を
向
け
、「
死
ヘ
キ
時
ヲ
知
テ
死
タ
ル
ハ
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一
二

楠
正
成
」
と
い
う
よ
う
に
過
去
の
武
士
を
手
本
と
し
て
示
す
。
つ
ま
り
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
か
ら
、
最
終
的
に
は
波
線
部
で
示
し
た
よ
う

に
、「
至
極
ノ
侍
」、
す
な
わ
ち
武
士
の
理
想
を
説
く
こ
と
に
繋
げ
て
い
る）
18
（

。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
は
『
太
平
記
』
以
前
の
軍
記
物
語
で
は
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
状
況
と
は
打
っ
て

変
わ
り
、
後
期
軍
記
を
中
心
に
頻
用
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、「
血
気
の
勇
者
」
が
心
構
え
や
判
断
能
力
な
ど
、
人
々
が
考
え
る
武
士
の
在
り
方

の
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
内
包
す
る
、
利
便
性
・
柔
軟
性
に
富
ん
だ
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
に
、
武
士
の
在
り
方
を
説
く
文
脈
も
引
き
出
す
こ

と
が
出
来
る
、
教
訓
に
繋
が
る
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
が
一
つ
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）　
批
評
さ
れ
て
い
く
過
去
の
武
将
た
ち

　
「
血
気
の
勇
者
」
の
発
信
源
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
太
平
記
』
に
対
し
て
、
室
町
末
期
か
ら
注
釈
書
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の

一
つ
で
あ
り
、
近
世
に
広
く
読
ま
れ
た
『
太
平
記
秘
伝
理
尽
鈔）
19
（

』
に
お
い
て
も
、
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
は
当
然
用
い
ら
れ
る
が
、
同
書
の

説
明
は
、『
太
平
記
』
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
独
自
の
視
点
か
ら
の
言
及
が
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、『
太
平
記
』
巻
六
で
、
勝
ち

に
乗
る
多
勢
の
楠
木
正
成
勢
の
退
治
を
命
じ
ら
れ
た
宇
都
宮
公
綱
に
対
し
て
、
彼
が
「
辞
退
の
気
色
」
も
な
か
っ
た
こ
と
を
、『
太
平
記
秘
伝

理
尽
鈔
』
は
「
評
云
、
血
気
の
勇
者
也
」
あ
る
い
は
「
今
の
宇
都
宮
は
、
血
気
の
勇
者
な
り
」
と
し
て
、
自
分
が
討
た
れ
た
と
き
の
こ
と
を
考

え
ず
に
戦
い
に
向
か
っ
た
こ
と
を
「
是
等
の
事
を
分
別
ず
ん
ば
、
豈
血
気
の
勇
者
に
在
ず
と
せ
ん
や
」
と
ま
と
め
る
。
だ
が
『
太
平
記
』
本
編

に
は
公
綱
の
こ
の
行
動
に
対
し
て
血
気
の
勇
者
と
い
う
批
評
は
な
く
、
時
代
が
下
っ
て
成
立
し
た
『
太
平
記
秘
伝
理
尽
鈔
』
が
新
た
に
評
価
を

下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
太
平
記
』
の
師
直
た
ち
に
始
ま
り
、
後
期
軍
記
の
武
士
た
ち
が
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
に
よ
り
判
定
さ
れ
て
い

く
様
子
は
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
批
評
は
既
に
完
結
し
た
物
語
に
対
し
て
も
踏
み
込
ん
で
い
く
こ
と
が
、
こ
の
『
太
平
記
秘
伝
理
尽

鈔
』
の
例
か
ら
分
か
る
。
つ
ま
り
こ
の
言
葉
に
よ
り
批
評
さ
れ
る
者
は
、
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
が
侵
透
し
て
以
降
に
作
ら
れ
た
軍
記
物
語

の
登
場
人
物
た
ち
に
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
平
家
物
語
』
の
異
本
の
一
つ
で
あ
る
『
源
平
盛
衰
記
』
の
自
筆
書
写
本
を
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
に
残
し
て
い
る）
20
（

浅
井
了
意
（
生
年
未

詳
〜
一
六
九
一
）
は
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
『
東
海
道
名
所
記）
21
（

』
を
刊
行
し
て
い
る
。
同
書
は
そ
の
書
名
の
通
り
、
東
海
道
界
隈
の
名
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所
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
粟
津
の
「
木
曾
殿
の
塚
あ
り
」
と
紹
介
さ
れ
る
箇
所
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
続
く
。

あ
は
れ
な
る
か
な
。
も
ろ
こ
し
の
項
羽
ハ
。
ま
な
こ
の
光
り
飛
鳥
を
お
と
し
ち
か
ら
大
木
を
根
堀
に
し
。
鋒
を
ふ
れ
ば
百
万
の
軍
兵
う
ち

な
び
か
し
け
れ
ど
も
。
血
気
の
勇
者
な
れ
ば
。
つ
ゐ
に
漢
の
高
祖
に
う
た
れ
。
か
の
義
仲
は
平
家
を
西
海
に
追
を
と
し
い
き
ほ
ひ
た
ぐ
ひ

な
き
。
名
将
な
り
し
か
ど
も
。
只
血
気
の
み
に
し
て
仁
義
を
し
ら
ず
。
こ
の
故
に
勲
功
い
た
づ
ら
に
。
地
に
お
ち
て
。
つ
ゐ
に
義
経
の
た

め
に
ほ
ろ
び
た
る
事
を
。

　

こ
の
前
後
で
『
平
家
物
語
』
の
記
述
を
用
い
つ
つ
、
こ
こ
で
は
二
人
の
武
将
を
批
評
す
る
。
一
人
は
項
羽
で
あ
り
、
血
気
の
勇
者
と
い
う
評

価
を
与
え
、
そ
の
こ
と
を
劉
邦
に
討
た
れ
た
理
由
と
み
な
し
て
い
る
。
も
う
一
人
の
源
義
仲
に
対
し
て
も
、
名
将
と
雖
も
「
仁
義
」
の
な
い

「
血
気
」
の
将
で
あ
る
と
評
し
、「
こ
の
故
」
に
滅
び
た
と
す
る
。
し
か
し
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
『
平
家
物
語
』
の
各
諸
本
で
は
血
気
の

勇
者
と
い
う
言
葉
は
登
場
し
な
い
。『
源
平
盛
衰
記
』
を
書
写
し
て
い
る
以
上
、
了
意
は
『
平
家
物
語
』
の
世
界
が
義
仲
に
こ
う
し
た
表
現
を

施
し
て
い
な
い
こ
と
は
知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
項
羽
・
義
仲
と
も
に
、
ど
ち
ら
も
身
を
滅
ぼ
し
た
原
因
を
、
血
気
の
勇
者
で

あ
っ
た
こ
と
に
見
て
い
る
。
但
し
、
そ
の
義
仲
を
滅
ぼ
し
た
源
義
経
も
ま
た
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
後
世
に
お
け
る
新
た
な
評
価
対
象
と
な
っ

て
い
る
。

　

井
沢
蟠
龍
（
一
六
六
八
〜
一
七
三
〇
）
は
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
に
『
広
益
俗
説
弁）
22
（

』
と
い
う
、
世
に
広
ま
っ
て
い
る
俗
説
・
伝
説
な

ど
を
検
証
し
た
本
を
刊
行
す
る
。
そ
の
中
の
「
野
口
判
官
の
説
」
に
お
い
て
、
義
経
が
実
は
藤
原
泰
衡
に
攻
め
ら
れ
た
衣
川
の
戦
い
で
自
害
し

て
お
ら
ず
、
出
家
し
、
野
口
判
官
と
名
乗
っ
て
い
た
と
い
う
説
を
検
証
す
る
際
に
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

今
按
る
に
、
義
経
、
僧
と
な
る
こ
と
、
偽
な
り
。
義
経
、
血
気
の
将
な
り
と
い
へ
ど
も
、
妻
子
・
僕
従
を
う
し
な
ひ
な
が
ら
、
一
旦
の
命

を
惜
て
僧
と
な
る
に
い
た
ら
む
や
。
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こ
こ
で
は
義
経
が
「
血
気
の
将
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
検
証
を
行
っ
て
い
る
。
同
書
の
「
公
時
は
血
気
の
勇
者
た
る
説
」
に
お
い
て
は
、

「
公
時
と
い
ふ
者
は
血
気
の
勇
者
に
て
、
あ
や
う
き
事
ど
も
お
ほ
か
り
し
を
、
綱
つ
ね
に
是
を
い
さ
む
と
い
ふ
」
と
記
述
し
て
お
り
、
蟠
龍
は

こ
の
評
価
の
否
定
的
な
意
味
も
理
解
し
て
い
た
。
さ
ら
に
同
書
巻
二
十
末
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
広
益
俗
説
弁
引
用
書
目
」
の
中
で
は
「
平
家

物
語　

信
濃
前
司
行
長
」、「
同　

異
本
」、「
源
平
盛
衰
記
」
と
い
っ
た
記
載
が
見
え
、『
平
家
物
語
』
諸
本
を
読
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
り
、

蟠
龍
も
ま
た
、『
平
家
物
語
』
の
世
界
に
血
気
の
勇
者
と
い
う
評
価
が
な
い
こ
と
は
把
握
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
、
都
賀
庭
鐘
（
一
七
一
八
〜
没
年
不
詳
）
の
『
英
草
紙）
23
（

』
巻
三
「
紀
任
重
陰
司
に
至
り
滞
獄
を
断

く
る
話
」
は
、『
源
平
盛
衰
記
』
に
基
づ
き
な
が
ら
そ
の
登
場
人
物
た
ち
を
裁
判
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
訴
え
を
起
こ
し
た
「
告
人
」
は
、

安
徳
天
皇
、
源
範
頼
と
義
経
兄
弟
、
畠
山
重
忠
で
あ
り
、
彼
ら
が
か
つ
て
ど
う
い
っ
た
行
動
を
と
っ
た
の
か
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
義
経

の
訴
え
の
番
に
な
り
、
彼
の
言
い
分
の
中
、
頼
朝
に
追
わ
れ
陸
奥
に
逃
げ
よ
う
と
し
た
と
き
に
関
所
が
確
認
を
怠
り
、
当
時
の
人
々
が
「
血
気

の
大
将
今
ま
で
何
国
に
か
あ
ら
ん
」
と
自
分
の
こ
と
を
噂
し
て
い
た
と
話
す
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
義
経
を
「
血
気
の
大
将
」
と
い
う
、「
血
気

の
勇
者
」
に
類
し
た
評
価
で
捉
え
て
い
る
様
子
が
窺
え
る）
24
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、「
血
気
の
勇
者
」
が
侵
透
す
る
以
前
の
作
品
の
武
将
た
ち
も
ま
た
、
こ
の
言
葉
に
よ
り
評
価
を
下
さ
れ
る
対
象
者
と
な
っ
て

い
る
。
了
意
・
蟠
龍
・
庭
鐘
は
い
ず
れ
も
『
平
家
物
語
』
諸
本
に
触
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
登
場
し
な
い
、
し
か
し
彼
ら
が
生
き
た
近
世
当

時
に
身
近
に
用
い
ら
れ
て
い
た
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
を
以
て
、
そ
れ
ま
で
の
軍
記
物
語
及
び
周
辺
作
品
か
ら
得
た
登
場
人
物
た
ち
の
イ

メ
ー
ジ
を
新
た
な
枠
組
み
に
当
て
は
め
つ
つ
理
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
後
世
、
改
め
て
そ
の
登
場
人
物
の
武
士
と
し
て
の
在
り
方
に
つ
い
て

解
釈
し
、
説
明
を
加
え
て
い
く
た
め
の
一
定
型
句
的
表
現
と
し
て
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
は
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る）
25
（

。

（
三
）「
血
気
の
勇
者
」
か
ら
読
み
解
く
物
語
│
流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
場
合
│

　

為
朝
に
血
気
の
勇
者
と
い
う
評
価
を
付
す
流
布
本
『
保
元
物
語
』
は
、
そ
の
成
立
期
か
ら
前
節
の
い
ず
れ
の
作
品
よ
り
も
先
行
す
る
、
過
去

の
武
士
を
新
た
な
枠
組
み
の
中
で
理
解
し
て
い
る
例
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
物
語
の
最
末
尾
に
こ
の
言
葉
を
置
い
た
流
布
本
『
保
元
物

語
』
の
執
筆
姿
勢
を
、
こ
の
物
語
と
一
組
で
享
受
さ
れ
た
流
布
本
『
平
治
物
語
』
と
比
較
す
る
こ
と
で
捉
え
た
い
。
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『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
比
較
的
古
態
を
残
す
本
は
鎌
倉
初
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が）
26
（

、
後
世
に
な
り
、
先
立
っ
て
誕
生

し
た
複
数
の
諸
本
を
組
み
合
わ
せ
た
上
で
独
自
の
志
向
の
も
と
流
布
本
が
作
ら
れ
る
。
現
在
で
も
「
保
元
・
平
治
の
乱
」
と
称
さ
れ
る
よ
う

に
、
各
乱
が
起
き
た
年
が
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）、
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
と
い
う
よ
う
に
近
し
い
た
め
か
、
そ
れ
ら
の
乱
を
題
材
と
し

た
『
保
元
物
語
』
と
『
平
治
物
語
』
は
姉
妹
編
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
持
つ
。
流
布
本
段
階
で
も
そ
れ
は
同
様
で
あ
り
、
流
布
本

両
物
語
は
同
時
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
、
共
通
す
る
言
葉
を
用
い
る
傾
向
が
あ
る）
27
（

。
流
布
本
『
保
元
物
語
』
の
「
血
気
の
勇
者
」
の
記
述

は
冒
頭
で
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
流
布
本
『
平
治
物
語
』
に
お
い
て
も
ま
た
、
こ
の
言
葉
は
登
場
す
る
。
次
に
挙
げ
る
記
事
は
、
主
君
・
源

義
朝
を
討
っ
た
長
田
忠
宗
に
対
す
る
批
評
で
あ
る
。

さ
れ
ば
武
の
道
に
、
血
気
の
勇
者
、
仁
義
の
勇
者
と
云
事
あ
り
。
い
か
に
も
仁
義
の
勇
者
を
本
と
す
。
忠
宗
・
景
宗
も
、
随
分
血
気
の
勇

者
に
て
、
抜
郡
の
者
な
り
し
か
共
、
仁
義
な
き
が
ゆ
へ
に
、
譜
代
の
主
君
を
討
奉
て
、
つ
ゐ
に
わ
が
身
を
ほ
ろ
ぼ
し
け
り
。

　

長
田
は
主
君
を
裏
切
っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
時
代
は
少
し
遡
り
、
室
町
前
期
の
公
卿
で
あ
る
三
条

実
冬
（
一
三
五
四
〜
一
四
一
一
）
の
日
記
で
あ
る
『
実
冬
公
記
』
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
三
月
十
日
条
に
は
、
山
名
満
幸
（
生
年
未
詳
〜

一
三
九
五
）
が
、
か
つ
て
の
自
分
の
家
人
に
殺
さ
れ
た
と
い
う
出
来
事
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
「
偏
如
平
治
義
朝
為
家
人
被
誅
、

有
忠
者
人
也
、
無
忠
者
又
人
也
」
と
し
て
平
治
の
乱
に
義
朝
が
討
た
れ
た
話
に
言
及
し
、
山
名
の
例
共
々
、
忠
無
き
者
の
行
い
の
先
例
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
流
布
本
以
前
の
諸
本
で
あ
る
金
刀
比
羅
本
段
階
の
『
平
治
物
語
』
に
お
い
て
も
、
長
田
は
批
判
的
に
記
述
さ
れ
て

い
る
。
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
さ
ら
に
流
布
本
『
平
治
物
語
』
の
価
値
基
準
が
〈
武
士
の
振
舞
い
方
〉
と
し
て
相
応
し
い
か

ど
う
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）
28
（

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
主
君
を
討
っ
た
長
田
の
行
動
は
、
当
然
流
布
本
に
お
い
て
も
批
判
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ど
ん
な
に
武
士
と
し
て
勇
ま
し
く
と
も
、
そ
れ
に
「
仁
義
」
が
伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
批
判
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』
の
場
合
、
為
朝
は
武
士
と
し
て
の
振
舞
い
方
に
反
し
て
い
る
か
ら
血
気
の
勇
者
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
流
布
本
『
平
治
物
語
』
で
は
長
田
を
批
判
す
る
際
、「
武
の
道
」
と
明
記
し
、
そ
の
道
は
「
仁
義
の
勇
者
を
本
と
す
」
と
述
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べ
る
よ
う
に
、
理
想
の
頂
点
を
仁
義
の
勇
者
で
あ
る
と
す
る
。
一
方
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』
に
は
仁
義
の
勇
者
と
い
う
言
葉
は
登
場
し
な

い
。
こ
れ
は
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』
が
〈
武
〉
に
ま
つ
わ
る
要
素
を
記
述
す
る
こ
と
を
避
け
る
傾
向
に
あ
り）
29
（

、〈
武
〉
を
顕
彰
す
る
姿
勢
を

持
た
な
い
こ
と
に
も
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
流
布
本
『
保
元
物
語
』
が
重
視
す
る
の
は
〈
秩
序
〉
に
適
う
か
ど
う
か
で
あ
り）
30
（

、
そ
れ
を
踏

ま
え
る
と
最
末
尾
の
一
文
の
直
前
に
、

此
為
朝
は
、
十
三
に
て
筑
紫
へ
下
り
、
九
国
を
三
年
に
う
ち
し
た
が
へ
て
、
六
年
お
さ
め
て
十
八
歳
に
て
都
へ
の
ぼ
り
、（
中
略
）
勅
勘

の
身
な
れ
ば
、
つ
ゐ
に
本
意
を
と
げ
ず
、
卅
三
に
し
て
自
害
し
て
、
名
を
一
天
に
ひ
ろ
め
け
り
。

と
あ
る
こ
と
は
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
為
朝
は
、
い
く
さ
を
起
こ
し
「
勅
勘
の
身
」
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。「
勅
勘
の
身
」
と
は
、
単

な
る
常
套
表
現
で
は
な
く
、〈
秩
序
〉
を
重
視
し
た
物
語
の
全
体
志
向
に
反
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
為
朝
は
、〈
秩
序
〉
に
反
し

た
者
、
つ
ま
り
物
語
が
最
も
重
視
す
る
価
値
観
に
背
い
た
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

抑
も
流
布
本
『
保
元
物
語
』
は
、
こ
の
物
語
末
尾
を
先
出
諸
本
の
一
つ
で
あ
る
半
井
本
系
統
の
本
文）
31
（

を
参
照
し
た
上
で
記
述
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
以
下
、
半
井
本
の
該
当
箇
所
で
あ
る
。

昔
ノ
頼
光
ハ
四
天
王
ヲ
仕
テ
、
朝
ノ
御
守
ト
成
リ
奉
ル
。
近
来
ノ
八
幡
太
郎
ハ
、
奥
州
ヘ
二
度
下
向
シ
テ
、
貞
任
、
宗
任
ヲ
責
落
シ
、
武

衡
、
家
衡
ヲ
シ
タ
ガ
ヘ
テ
御
守
ト
成
奉
ル
。
今
ノ
為
朝
ハ
、
十
三
ニ
テ
筑
紫
ヘ
下
タ
ル
ニ
、
三
ヶ
年
ニ
鎮
西
ヲ
随
ヘ
テ
、
我
ト
惣
追
捕
使

ニ
成
テ
、
六
年
治
テ
、
十
八
歳
ニ
テ
都
ヘ
上
リ
、
官
軍
ヲ
射
テ
カ
ヰ
ナ
ヲ
抜
レ
、
伊
豆
ノ
大
島
ヘ
被
流
テ
、
カ
ヽ
ル
イ
カ
メ
シ
キ
事
共
シ

タ
リ
。
廿
八
ニ
テ
、
終
ニ
人
手
ニ
懸
ジ
ト
テ
、
自
害
シ
ケ
ル
。
為
朝
ガ
上
コ
ス
源
氏
ゾ
ナ
カ
リ
ケ
ル
。

　

こ
の
記
述
に
対
し
て
先
行
研
究
で
は
、
例
え
ば
原
水
民
樹
氏
は
為
朝
を
「
反
逆
者
の
系
譜
上
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
意
図
」
と
見
る
が
、
為

朝
に
対
す
る
作
中
の
視
線
は
「
非
常
に
お
お
ら
か
」
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し）
32
（

、
麻
原
美
子
氏
は
「
変
革
期
の
武
人
」
と
し
て
の
造
型
を
見
る）
33
（

よ
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「
血
気
の
勇
者
」
に
み
る
室
町
期
の
語
句
表
現
と
そ
の
展
開

一
七

う
に
、
多
様
に
解
釈
さ
れ
る
。
流
布
本
が
物
語
の
末
尾
で
半
井
本
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
半
井
本
の
よ
う
に
為
朝
の
十
三
歳
か
ら
の
経
歴

を
記
述
し
て
い
る
姿
勢
か
ら
分
か
る
が
、
そ
こ
に
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
を
加
え
た
の
は
流
布
本
独
自
で
あ
る
。
つ
ま
り
流
布
本
は
半
井
本

の
よ
う
に
複
数
の
解
釈
の
可
能
性
は
残
さ
ず
、
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
を
付
加
す
る
こ
と
で
、
明
確
に
為
朝
に
対
し
て
批
判
の
姿
勢
を
示
す

こ
と
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る）
34
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
保
元
物
語
』
は
為
朝
を
、『
平
治
物
語
』
は
長
田
を
血
気
の
勇
者
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
批

判
さ
れ
る
彼
ら
は
、
先
に
触
れ
た
、
各
物
語
の
価
値
観
を
守
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
物
語
の
根
本
を
支
え
る
価
値
観
に
反
し
て
い
る
人
間

に
血
気
の
勇
者
と
い
う
評
価
を
下
す
こ
と
で
、
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
が
重
視
す
る
価
値
観
の
説
得
性
は
強
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

同
じ
言
葉
で
処
理
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
根
底
に
あ
る
、
な
ぜ
批
判
を
す
る
の
か
と
い
う
理
由
は
両
者
で
異
な
る
。
流
布
本
『
平
治
物
語
』
は

〈
武
士
の
振
舞
い
方
〉
を
繰
り
返
し
説
く
が
、
そ
れ
故
に
、
武
士
と
し
て
不
義
を
犯
す
者
に
対
し
て
の
視
線
は
厳
し
く
な
る
。
長
田
は
重
代
の

主
君
で
あ
る
義
朝
を
裏
切
っ
て
殺
し
、
不
次
の
恩
賞
を
望
む
と
い
う
、
武
士
に
と
っ
て
の
不
義
を
犯
し
た
が
故
に
批
判
さ
れ
る
。
一
方
、
流
布

本
『
保
元
物
語
』
の
場
合
、「
血
気
の
勇
者
」
と
さ
れ
て
い
た
の
は
為
朝
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
為
朝
は
武
士
と
し
て
不
義
を
犯
し
た
と
い
う
よ

り
、
崇
徳
院
や
藤
原
頼
長
と
共
に
表
立
っ
て
世
の
〈
秩
序
〉
を
揺
る
が
し
た
か
ら
こ
そ
批
判
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
血
気
の
勇
者
と
い
う
同

一
の
言
葉
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
が
重
視
す
る
価
値
観
を
導
き
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
物
語
の
全
体
志
向
を
支
え
る
語
と
し
て
機
能
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

三
、
現
実
社
会
に
お
け
る
「
血
気
の
勇
者
」
の
語
句
の
役
割

　
「
血
気
の
勇
者
」
の
各
作
品
へ
の
影
響
は
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
物
語
の
世
界
だ
け
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
現
実
社
会
に

お
い
て
も
重
視
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
様
子
を
次
に
追
っ
て
み
よ
う
。
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一
八

（
一
）
故
実
の
中
の
「
血
気
の
勇
者
」

　

大
永
八
年
（
一
五
二
八
）
に
成
立
し
た
武
家
故
実
書
『
条
々
聞
書
』（『
群
書
類
従
』
所
収
・
別
名
『
宗
五
大
草
紙
』）
の
「
人
の
召
仕
れ
候

仁
心
得
ら
る
べ
き
事
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一　

奉
公
し
候
人
さ
の
み
利
根
な
る
も
不
レ
可
レ
然
。
左
候
ヘ
バ
卒
爾
な
る
事
も
候
。
或
文
に
も
血
気
勇
者
仁
義
勇
者
と
い
へ
り
。
仁
義

の
勇
者
を
ば
い
か
に
も
ほ
め
、
血
気
の
強
力
の
勇
者
を
ば
き
ら
ふ
事
ニ
候
。
利
根
な
る
人
ハ
か
な
ら
ず
入
す
ぎ
た
る
事
有
と
い
へ
り
。

　

こ
の
書
は
、
伊
勢
貞
頼
（
一
四
五
五
〜
没
年
不
明
）
が
子
の
次
郎
貞
重
（
貞
茂
）
の
た
め
に
記
し
た
故
実
書
と
さ
れ
て
い
る
。
右
の
記
述

は
、
十
六
世
紀
後
期
頃
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
伊
勢
貞
助
雑
記
』（『
続
群
書
類
従
』
所
収
）
に
お
い
て
も
同
文
が
使
用
さ
れ
、
そ
ち
ら

で
は
直
後
に
「
能
々
可
心
得
事
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
伊
勢
家
で
継
承
さ
れ
て
い
た
考
え
で
あ
る
。
伊
勢
家
の
者
は
室
町
幕
府
政

所
執
事
を
務
め
、
武
家
故
実
も
伝
え
て
い
た
。
そ
う
し
た
家
に
お
い
て
、
血
気
の
勇
者
・
仁
義
の
勇
者
と
い
う
考
え
方
が
代
々
引
き
継
が
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
物
語
の
中
の
批
評
と
い
う
域
を
越
え
、
現
実
世
界
に
お
い
て
も
向
き
合
う
べ
き
考
え
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
よ
う
。

　

こ
の
『
条
々
聞
書
』
は
、
後
世
、
伊
勢
貞
丈
（
一
七
一
八
〜
一
七
八
四
）
に
よ
っ
て
注
が
施
さ
れ
る
。
そ
の
注
釈
書
『
条
々
聞
書
貞
丈
抄
』

（『
続
々
群
書
類
従
』
所
収
）
に
は
、
当
該
箇
所
に
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
記
す
。

（
中
略
）
○
或
文
は
、
あ
る
書
物
と
云
事
也
。
孟
子
な
ど
を
指
し
て
云
歟
。
○
勇
と
は
、
い
さ
む
と
よ
む
字
に
て
、
心
の
い
さ
み
つ
よ
く
、

た
る
み
な
く
気
を
は
り
通
す
を
云
也
。
此
勇
に
血
気
の
勇
と
仁
義
の
勇
と
の
二
つ
の
か
は
り
め
あ
り
。
血
気
の
勇
と
い
ふ
は
、
是
非
を
も

善
悪
を
も
か
ま
は
ず
、
た
ゞ
我
力
を
た
の
み
に
し
て
、
み
だ
り
に
か
さ
に
か
ゝ
り
て
、
う
で
た
て
の
つ
よ
み
を
過
し
、
は
て
は
何
の
益
も

な
き
事
に
、
犬
死
す
る
を
も
か
へ
り
見
ざ
る
類
を
云
也
。
又
仁
義
の
勇
と
云
は
、
是
非
善
悪
の
道
理
を
明
に
正
し
わ
き
ま
へ
て
、
天
下
の

た
め
主
君
の
為
に
益
あ
る
事
に
思
ひ
こ
み
た
る
心
を
、
た
る
み
な
く
は
り
と
を
し
て
、
た
と
へ
一
命
を
う
し
な
ふ
と
も
、
か
へ
り
見
ず
其
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「
血
気
の
勇
者
」
に
み
る
室
町
期
の
語
句
表
現
と
そ
の
展
開

一
九

事
を
な
し
と
ぐ
る
類
を
い
ふ
也
。
仁
義
の
勇
を
ば
君
子
の
勇
と
も
云
。
君
子
と
は
、
お
と
な
し
く
よ
き
人
が
ら
の
人
を
い
ふ
也
。
又
血
気

の
勇
を
ば
、
匹
夫
の
勇
と
も
い
ふ
。
匹
夫
と
は
、
い
や
し
き
者
を
い
ふ
也
。（
以
下
略
）

　
「
犬
死
」
を
顧
み
な
い
者
を
血
気
の
勇
者
と
す
る
点
は
『
明
徳
記
』
な
ど
の
考
え
に
近
い
が
、
仁
義
の
勇
者
に
対
し
て
は
「
天
下
の
た
め
主

君
の
為
」
に
「
一
命
を
う
し
な
ふ
と
も
、
か
へ
り
見
ず
其
事
を
な
し
と
ぐ
る
」
と
さ
れ
、
そ
れ
は
『
太
平
記
』
の
よ
う
に
戦
乱
中
の
裏
切
り
な

ど
が
注
視
さ
れ
る
世
の
中
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
室
町
期
に
お
け
る
仁
義
の
勇
者
の
定
義
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
つ
ま
り
時
代
に
即
し
て
、

自
由
に
新
た
な
定
義
を
獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

注
が
施
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
血
気
の
勇
者
・
仁
義
の
勇
者
の
概
念
が
そ
れ
だ
け
武
家
に
お
い
て
重
要
な
考
え
と
し
て
確
立
し
、
故
実
と

し
て
受
け
継
ぐ
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
注
の
中
で
も
「
或
文
は
、
あ
る
書
物
と
云
事
也
。
孟
子
な
ど

を
指
し
て
云
歟
」
と
記
述
さ
れ
、『
太
平
記
』
に
元
々
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
『
論
語
』
や
『
論
語
集
注
』
の
存
在
が
前
面
に
出
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
概
念
の
源
流
が
不
明
に
な
る
ほ
ど
世
の
中
に
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る）
35
（

。

　
『
条
々
聞
書
』
を
始
ま
り
と
す
る
こ
の
継
承
は
、
伊
勢
家
の
中
だ
け
に
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
同
じ
く
武
家
故
実
や
礼
法
に
務
め
た
小
笠

原
家
に
お
い
て
代
々
伝
え
ら
れ
て
い
る
書
を
収
め
た
『
大
諸
礼
集
』（
東
洋
文
庫
所
収
）
に
も
ま
た
、『
条
々
聞
書
』
が
そ
の
ま
ま
活
用
さ
れ
て

お
り
、
小
笠
原
家
に
と
っ
て
も
向
き
合
う
べ
き
心
得
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
小
笠
原
家
も
ま
た
、
幕
府
に
仕
え
た
家
の
一
つ
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
家
を
支
え
る
思
想
の
一
つ
と
し
て
血
気
の
勇
者
・
仁
義
の
勇
者
と
い
う
考
え
方
が
根
付
い
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
一
つ
の
家
に

留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
幕
府
や
他
の
武
士
に
も
重
要
な
考
え
と
し
て
伝
播
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
近
世
前
期
に
ま
と
め
ら
れ

た
と
さ
れ
る
、
下
野
宇
都
宮
氏
の
系
図
（『
群
書
類
従
』
所
収
）
を
見
て
み
る
と
、
宇
都
宮
興
綱
（
生
年
不
詳
〜
一
五
三
六
）
に
対
す
る
説
明

が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

自
廿
一
歳
比
依
振
血
気
勇
。
芳
賀
高
経
同
刑
部
大
輔
及
壬
生
下
総
守
相
與
収
令
禁
錮
。
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二
〇

　

興
綱
が
禁
錮
さ
れ
た
の
は
、「
血
気
勇
」
を
振
る
っ
た
た
め
で
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る）
36
（

。
武
家
故
実
の
中
で
「
血
気
の
勇
者
」
や
「
血
気

の
勇
」
が
戒
め
る
べ
き
も
の
と
い
う
認
識
が
確
立
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
破
ら
れ
れ
ば
処
罰
の
理
由
に
も
成
り
得
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
現
実
社
会
に
お
い
て
禁
錮
の
理
由
と
し
て
系
図
に
記
し
た
と
し
て
も
、
納
得
が
い
く
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
確
認
出
来
よ
う
。
血
気
の
勇
者
と
い
う
考
え
方
を
含
む
規
範
意
識
は
、『
太
平
記
』
の
よ
う
な
物
語
の
世
界
を
越
え
て
、
現
実
社
会

に
お
い
て
も
活
用
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。

（
二
）
注
釈
の
中
の
「
血
気
の
勇
者
」

　
「
血
気
の
勇
者
」
は
、
軍
記
物
語
や
武
家
社
会
の
み
に
活
用
さ
れ
て
い
た
考
え
方
で
は
な
い
。
人
々
が
物
事
を
理
解
す
る
際
に
も
用
い
ら
れ

て
い
た
。

　

室
町
時
代
に
入
り
、
日
本
に
お
い
て
五
山
僧
の
手
に
よ
っ
て
多
く
の
漢
籍
の
抄
物
（
注
釈
書
）
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
血
気
の
勇
者
と

い
う
言
葉
が
『
論
語
』
を
通
し
て
『
太
平
記
』
に
活
用
さ
れ
た
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
『
論
語
』
に
対
し
て
も
抄
物
が
作
ら

れ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
応
永
二
十
七
年
（
一
四
二
〇
）
写
の
『
論
語
抄
』
が
あ
る
が
、
先
に
掲
げ
た
『
論
語
』
憲
問
第
十
四
に
対
し
て
、
以

下
の
よ
う
な
注
を
施
し
て
い
る）
37
（

。

仁
者
ハ
必
勇ケ
ナ
ケ

也
。
身
ヲ
殺
乄
モ
仁
ヲ
ナ
ス

ア
リ
。
勇血
気
勇
ヲ

者
ハ
必
仁
ア
ラ
ス
。
是
ハ
血
気
ノ
勇
者
ノ

也
。

　

増
田
氏
の
先
行
研
究
に
よ
り
『
太
平
記
』
に
特
に
影
響
し
た
の
は
『
論
語
集
注
』
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
「
勇
者
」、「
血
気
」

の
語
は
個
々
に
確
認
出
来
て
も
、「
血
気
の
勇
者
」
の
語
句
は
見
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
を
用
い
、「
仁

者
」
と
は
相
反
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
、「
勇
者
」
の
語
を
説
明
・
理
解
し
て
い
る）
38
（

。
す
な
わ
ち
、
原
典
で
あ
る
『
論
語
』
に
お
い
て
は

単
に
「
勇
者
」
と
あ
る
部
分
が
、
日
本
の
室
町
時
代
に
お
い
て
は
、
当
時
既
に
人
々
の
中
で
共
有
さ
れ
て
い
た
血
気
の
勇
者
と
い
う
語
句
と
意

義
に
当
て
は
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
田
中
尚
子
氏
は
、
室
町
時
代
、
漢
籍
や
故
事
の
理
解
の
た
め
に
軍
記
物
語
が
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
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を
検
証
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
、『
平
家
物
語
』
の
康
頼
等
に
よ
る
卒
塔
婆
流
し
の
場
面
に
李
陵
の
故
事
が
利
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
踏
ま
え
、『
蒙
求
聴
塵
』
が
「
李
陵
初
詩
」
の
注
の
中
で
康
頼
等
に
置
い
て
い
か
れ
た
俊
寛
の
心
情
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ

て
い
る）
39
（

。
本
例
で
は
、『
太
平
記
』
が
引
用
し
て
い
た
『
論
語
』
の
記
述
を
理
解
す
る
た
め
に
、『
論
語
』
に
端
を
発
す
る
『
太
平
記
』
の
語
句

が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
田
中
氏
の
指
摘
す
る
状
況
と
は
や
や
異
な
る
も
の
の
、
軍
記
物
語
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
語
句
・
考
え

方
も
ま
た
、
そ
う
し
た
解
釈
の
交
錯
と
も
呼
べ
る
現
象
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
う
し
た
理
解
の
仕
方
は
こ
の
時
代
に
用
い
ら
れ
て
い
た
辞
書
に
も
反
映
さ
れ
て
お
り
、『
節
用
集）
40
（

』
の
中
で
は
「
勇
（
ケ
ナ
ゲ
・
イ
サ
ム
）」

の
説
明
と
し
て
、「
血
気
勇
力
謂
二
之
勇
一
兵
也
」
と
い
う
説
明
を
施
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た
、
覚
賢
恵
空
に
よ
る
『
童
子
教
諺
解）
41
（

』
で
は
、「
勇
者
必
有
レ
危
、
夏
虫
如
レ
入
レ
火
。
鈍

者
亦
無
レ
過
、
春
鳥
如
レ
遊
レ
林
」
に
対
す
る
解
説
を
以
下
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

勇
者
と
は
、
勇
に
仁
義
の
勇
、
血
気
の
勇
と
て
、
ふ
た
つ
の
か
は
り
あ
り
。
い
ま
は
、
血
気
の
勇
者
を
さ
す
な
り
。
ま
づ
、
仁
義
の
勇
者

と
は
、
心
に
忠
節
を
思
ひ
て
、
い
の
ち
を
ま
た
ふ
功
名
を
き
は
め
て
、
死
に
の
ぞ
ん
で
命
を
お
し
ま
ぬ
を
云
ふ
な
り
。
又
、
血
気
の
勇
と

は
、
心
に
仁
義
な
く
、
た
ゞ
い
の
ち
を
か
ろ
く
お
も
ひ
て
、
か
り
そ
め
に
も
た
ゝ
か
ひ
あ
ら
そ
ふ
事
を
こ
の
む
を
云
也
。
そ
の
血
気
の
い

さ
み
あ
る
も
の
は
、
か
な
ら
ず
あ
や
う
き
事
あ
り
。
た
と
へ
ば
、
夏
の
む
し
の
火
に
入
が
ご
と
し
と
也
。
是
は
む
や
く
の
死
を
い
た
す
に

た
と
ふ
。
つ
ぎ
の
句
は
、
よ
み
て
し
る
べ
し
。

　
『
童
子
教
』
は
『
実
語
教
』
と
と
も
に
平
安
時
代
以
降
長
ら
く
使
用
さ
れ
て
い
た
初
学
者
向
け
の
教
科
書
と
言
え
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に

注
釈
を
付
け
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。
解
説
中
、
血
気
の
勇
者
に
つ
い
て
言
及
し
、
命
を
軽
く
捉
え
、
仮
初
の
戦
い
で
も
争
う
こ
と
を
好
む
存

在
と
し
て
い
る
。
本
文
で
は
「
勇
者
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
「
血
気
の
勇
者
」
に
置
き
換
え
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
応
永
二
十
七
年
本

『
論
語
抄
』
と
同
じ
で
あ
る
。
加
え
て
、
人
々
に
と
っ
て
常
識
的
な
知
識
で
あ
る
『
童
子
教
』
を
理
解
す
る
に
当
た
っ
て
血
気
の
勇
者
と
い
う

言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
血
気
の
勇
者
と
い
う
考
え
方
が
極
め
て
身
近
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

198



二
二

　

こ
の
よ
う
に
、
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
は
武
家
に
限
ら
な
い
多
く
の
人
々
の
中
に
も
根
付
き
、
一
般
常
識
的
な
用
語
と
し
て
の
立
場
を
得

て
、
物
事
の
理
解
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る）
42
（

。

（
三
）
学
問
に
よ
る
「
血
気
の
勇
者
」
の
克
服

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
血
気
の
勇
者
」
は
基
本
的
に
は
負
の
評
価
を
担
う
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
中
で
説
明
さ
れ
る
定
義
は
忌
避
さ

れ
る
べ
き
内
容
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
向
き
合
い
方
は
、
江
戸
時
代
、
学
問
と
の
関
わ
り
の
中
で
変
化
を
見
せ
る
。
寛
永
十
七
年

（
一
六
四
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た
、
中
江
藤
樹
（
一
六
〇
八
〜
一
六
四
八
）
の
『
翁
問
答）
43
（

』
を
例
に
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

　
『
翁
問
答
』
は
問
答
形
式
の
教
訓
書
で
あ
り
、
血
気
の
勇
者
・
仁
義
の
勇
者
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
藤
樹
は
「
仁
義
の
勇
」、
す
な
わ
ち

「
大
勇
」
こ
そ
「
真
実
の
武
」
と
す
る
一
方
、「
血
気
の
勇
」
は
「
道
理
、
無
理
、
義
、
不
義
」
の
弁
え
も
な
く
、
欲
心
が
深
く
、「
虎
狼
の
け

な
げ
」
と
同
じ
で
あ
り
、「
人
道
の
碍
」
に
な
る
と
い
う
。
さ
ら
に
「
血
気
の
勇
者
」
に
対
し
て
、
勝
ち
戦
の
際
に
は
忠
節
の
ふ
り
を
見
事
に

行
う
け
れ
ど
、
敗
戦
の
時
は
主
君
を
捨
て
る
と
説
明
し
、
そ
う
し
た
振
舞
い
を
さ
せ
る
「
血
気
の
勇
」
は
「
小
勇
」
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、『
翁
問
答
』
の
中
で
着
目
し
た
い
の
は
二
つ
の
問
答
で
あ
る
。
一
つ
は
、
世
間
の
「
士
の
う
ち
に
が
く
も
ん
す
る
人
あ
れ
ば
、

却
て
そ
し
り
候
ぬ
」
と
い
う
誤
っ
た
噂
を
受
け
て
、
武
士
が
学
問
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
問
答
で
あ
る
。
藤
樹
は
「
正
真
の
学
問
」
に
励
め

ば
仁
義
の
勇
が
備
わ
り
、「
武
篇
」
が
良
く
な
る
と
し
、
学
ぶ
こ
と
を
推
奨
す
る
。
さ
ら
に
『
論
語
』
の
「
仁
者
必
有
レ
勇
、
勇
者
不
二
必
有
一レ

仁
」
を
引
き
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

（
中
略
）
明
徳
あ
き
ら
か
に
な
け
れ
ど
も
、
生
れ
つ
き
て
勇
な
る
を
勇
者
と
云
。
こ
の
勇
者
も
も
と
よ
り
死
を
お
そ
れ
ず
物
に
お
び
へ
お

ど
ろ
か
ざ
る
こ
と
は
仁
者
の
勇
に
似
た
れ
ど
も
、
人
欲
の
ま
よ
ひ
ふ
か
き
故
に
、
明
徳
の
良
知
く
ら
け
れ
ば
、
不
義
無
道
の
は
た
ら
き
畜

生
に
ひ
と
し
く
て
天
徳
の
仁
を
う
し
な
ふ
も
の
也
。
う
ま
れ
つ
き
勇
あ
る
も
の
は
正
真
の
儒
学
を
つ
と
め
て
其
勇
を
仁
義
の
勇
と
な
し
、

生
れ
つ
き
勇
な
き
も
の
も
又
正
真
の
儒
学
を
つ
と
め
て
、
本
心
に
具
有
し
た
る
仁
義
の
勇
を
あ
き
ら
か
に
せ
よ
と
教
た
ま
ふ
義
也
。（
以

下
略
）
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「
勇
を
仁
義
の
勇
と
な
」
す
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
説
く
中
で
、「
欲
」、「
不
義
」、「
畜
生
」
な
ど
、
血
気
の
勇
の
説
明
に
用
い
ら
れ
て
い
た

表
現
と
類
す
る
言
葉
を
再
度
用
い
、
儒
学
を
務
め
る
こ
と
で
「
勇
」
す
な
わ
ち
「
血
気
の
勇
」
と
し
て
説
明
し
た
も
の
が
克
服
出
来
る
の
だ
と

示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
、「
孝
経
大
学
中
庸
に
は
武
篇
の
お
し
へ
も
御
座
候
や
」
と
い
う
、『
孝
経
』、『
大
学
』、『
中
庸
』
に
お
け
る

武
篇
の
教
え
を
尋
ね
た
問
い
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
を
ま
と
め
て
い
る
。

（
中
略
）
し
か
る
に
よ
つ
て
孝
経
を
お
し
へ
、
恩
に
む
く
い
義
理
を
た
つ
る
本
心
を
あ
き
ら
か
に
さ
せ
、
血
気
の
勇
を
化
し
て
仁
義
の
勇

と
な
す
べ
き
た
め
也
。
よ
く

体
認
し
て
孝
行
の
端
的
を
得
心
あ
る
べ
し
。

　
『
孝
経
』
を
学
ぶ
目
的
を
「
血
気
の
勇
を
化
し
て
仁
義
の
勇
と
な
す
べ
き
た
め
也
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
血
気
の
勇
も
、
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
「
血
気
の
勇
者
」
へ
の
言
及
の
中
で
は
見
え
な
か
っ
た
捉
え
方
を
し
て
い

る
。

　

多
く
の
教
訓
書
を
著
し
た
貝
原
益
軒
（
一
六
三
〇
〜
一
七
一
四
）
も
ま
た
、『
武
訓）
44
（

』
の
中
で
「
血
気
の
勇
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
益

軒
は
「
兵
法
は
仁
義
を
本
と
す
」
あ
る
い
は
「
仁
義
之
心
あ
れ
ば
勇
気
お
の
づ
か
ら
出
づ
る
也
」
と
初
め
に
述
べ
、
武
士
の
在
り
方
と
し
て

「
仁
義
」
を
根
幹
に
置
い
て
い
る
。
他
方
で
「
勇
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
中
、

生
れ
付
に
勇
怯
あ
り
。
勇
に
血
気
の
勇
あ
り
。
義
理
の
勇
あ
り
。
血
気
の
勇
は
つ
よ
き
を
や
ぶ
り
、
か
た
き
を
く
だ
く
事
す
ぐ
れ
た
り
。

さ
れ
ど
気
つ
よ
き
の
み
に
て
、
義
な
け
れ
ば
節
を
守
ら
ず
、
た
の
も
し
げ
な
し
。

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
益
軒
は
こ
の
前
条
に
お
い
て
、
勇
怯
の
よ
う
な
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
は
、「
な
ら
は
し
」
に
よ
り
変
化
し
得
る
も
の

で
あ
り
、「
い
と
け
な
き
時
よ
り
つ
と
め
学
べ
ば
、
天
性
生
れ
付
た
る
ご
と
く
に
な
る
」
と
す
る
。「
武
士
の
子
は
武
芸
を
ま
な
び
、
武
勇
な
る

人
に
ま
じ
は
り
、
そ
の
物
語
を
き
ゝ
、
む
か
し
の
戦
記
を
よ
み
、
勇
を
は
げ
ま
し
、
武
を
た
し
な
む
べ
し
」
と
説
き
、「
血
気
の
勇
」
に
向
き
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二
四

合
う
具
体
策
を
提
示
し
て
い
る）
45
（

。

　

水
戸
藩
の
徳
川
光
圀
（
一
六
二
八
〜
一
七
〇
〇
）
の
逸
話
を
ま
と
め
た
、
元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
成
立
の
『
桃
源
遺
事
』（『
続
々
群
書

類
従
』
所
収
）
に
お
い
て
も
、
学
問
の
推
奨
の
中
で
「
血
気
の
勇
」
へ
の
向
き
合
い
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
は
光
圀
が
「
諸
士
の
忰
ど

も
」、
す
な
わ
ち
武
士
の
子
弟
に
教
訓
を
示
し
た
話
が
収
録
さ
れ
、
そ
の
中
で
、「
血
気
の
勇
」
に
当
た
る
行
動
は
「
侍
の
侍
た
る
ゆ
ゑ
ん
」
と

異
な
る
の
だ
と
説
き
、
武
士
に
「
死
す
べ
き
時
に
死
し
、
生
べ
き
と
き
に
生
」
き
る
と
い
う
、
状
況
を
見
極
め
て
決
断
す
る
力
を
求
め
て
い

る
。
そ
れ
に
続
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

「（
中
略
）
こ
れ
を
決
断
さ
す
る
も
の
は
、
聖
賢
の
を
し
へ
に
あ
ら
ず
し
て
は
、
何
を
以
て
か
せ
ん
や
。
然
れ
ば
先
若
き
も
の
は
学
問
を
つ

と
め
、
君
臣
父
子
夫
婦
兄
弟
朋
友
の
五
倫
の
道
を
わ
き
ま
へ
、
篤
実
謹
厚
に
相
勤
べ
き
も
の
也
。
功
名
を
た
て
ん
が
為
に
、
治
世
に
乱
を

思
ふ
は
、
治
平
の
姦
賊
也
」
と
仰
ら
れ
候
。
右
の
御
意
を
承
り
、
老
人
は
申
に
及
ば
ず
、
若
輩
な
る
と
も
が
ら
迄
感
心
し
奉
り
、
皆
々
涙

を
お
と
し
、
御
前
を
退
出
仕
候
。

　

武
士
に
必
要
な
力
を
培
う
た
め
に
は
、「
学
問
を
つ
と
」
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
言
葉
に
「
老
人
」
か
ら
「
若
輩
な
る
と

も
が
ら
」
に
至
る
周
囲
の
人
々
が
涙
を
流
す
ほ
ど
感
心
し
て
い
る
と
記
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
強
く
推
奨
さ
れ
た
こ
と
や
人
々
の
共

感
を
得
た
様
子
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
逸
話
が
生
ま
れ
る
の
も
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
流
れ
を
汲
ん
だ
上
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
動
乱

が
治
ま
り
、
江
戸
幕
府
を
中
心
と
し
て
新
た
に
始
発
し
た
武
家
社
会
に
お
い
て
武
士
に
必
要
な
も
の
は
学
問
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
「
血
気
の

勇
」
を
克
服
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
図
式
は
、
人
々
が
何
を
目
指
す
べ
き
か
と
い
う
指
標
と
し
て
、
そ
の
分
か
り
や
す
さ
か
ら
広
く
使
用

さ
れ
て
い
た
学
問
の
推
奨
方
法
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
窺
え
る
の
で
あ
る
。

195



「
血
気
の
勇
者
」
に
み
る
室
町
期
の
語
句
表
現
と
そ
の
展
開

二
五

四
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
が
ど
の
よ
う
に
文
学
や
社
会
に
お
い
て
用
い
ら
れ
、
展
開
し
て
き
た
か
を
追
っ
て
き
た
。
血
気

の
勇
者
と
い
う
言
葉
・
考
え
方
は
『
太
平
記
』
以
降
に
広
ま
り
、
十
五
・
十
六
世
紀
に
は
完
全
に
一
般
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中

で
、
こ
の
言
葉
は
多
様
な
価
値
観
を
含
み
な
が
ら
軍
記
物
語
の
中
で
人
物
評
価
や
武
士
の
在
り
方
を
説
く
役
割
を
果
た
し
、
さ
ら
に
は
過
去
の

事
件
や
人
物
を
同
時
代
の
考
え
方
に
当
て
は
め
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
行
為
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
う
し
た
物
語
か
ら

派
生
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
現
実
社
会
で
も
重
視
さ
れ
、
人
々
の
規
範
や
理
解
、
指
標
と
し
て
用
い
ら
れ
る
様
子
は
こ
れ
ま
で
追
っ

て
き
た
通
り
で
あ
る
。
特
に
、
軍
記
物
語
の
中
で
様
々
な
武
士
の
在
り
方
の
イ
メ
ー
ジ
を
含
み
、
そ
れ
を
説
い
た
り
解
釈
し
た
り
す
る
機
能
を

持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
と
、
実
際
に
武
家
の
規
範
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
動
き
は
連
関
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、「
血
気
の
勇
者
」
は
、

室
町
期
以
降
の
物
語
世
界
と
現
実
社
会
の
あ
わ
い
に
位
置
し
て
い
る
語
句
表
現
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
流
布
本
『
保
元
物
語
』
の
話
に
立
ち
返
れ
ば
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
為
朝
は
近
代
の
日
本
で
は
英
雄
と
し
て
確
立
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
流
布
本
が
本
来
、
血
気
の
勇
者
と
い
う
言
葉
で
示
し
た
か
っ
た
評
価
と
は
明
ら
か
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
ず
れ
の
問
題

は
、
古
典
の
享
受
と
い
う
大
き
な
問
題
を
も
含
ん
で
お
り
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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注（
１
）
英
雄
像
と
し
て
の
為
朝
の
享
受
に
つ
い
て
は
、
大
津
雄
一
氏
「
時
勢

と
英
雄
」（「
軍
記
と
語
り
物
52
」
二
〇
一
六
・
三
）
に
詳
し
い
。

（
２
）
本
文
は
沖
森
卓
也
氏
・
佐
藤
信
氏
・
矢
嶋
泉
氏
『
藤
氏
家
伝　

鎌
足
・

貞
慧
・
武
智
麻
呂
伝　

注
釈
と
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
刊
）

に
よ
る
。

（
３
）
成
立
期
の
上
限
は
、
釜
田
喜
三
郎
氏
「
更
に
流
布
本
保
元
平
治
物
語

の
成
立
に
就
い
て
補
説
す
」（『
神
戸
商
船
大
学
紀
要
』
1
、
一
九
五
三
・

三
）、
高
橋
貞
一
氏
「

囊
鈔
と
流
布
本
保
元
平
治
物
語
の
成
立
」（『
国

語
国
文
』
22

－

６
、
一
九
五
三
・
六
）、
下
限
は
拙
稿
「
流
布
本
『
保
元

物
語
』『
平
治
物
語
』
の
成
立
期
の
下
限
│
『
榻
鴫
暁
筆
』
と
の
関
係
か

ら
│
」（『
国
語
国
文
』
83

－

７
、
二
〇
一
四
・
七
）
参
照
。

（
４
）
永
積
安
明
氏
の
分
類
に
お
け
る
九
類
本
の
こ
と
を
指
す
。
な
お
、
本

文
は
永
積
安
明
氏
・
島
田
勇
雄
氏
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

保
元

物
語　

平
治
物
語
』
に
よ
る
。

（
５
）「『
保
元
物
語
』
諸
本
の
意
図
│
末
尾
三
章
段
私
考
│
」（『
城
南
国
文
』

4
、
一
九
八
四
・
三
）。
但
し
、
氏
に
よ
る
こ
の
語
句
に
対
す
る
詳
し
い

検
証
は
な
い
。
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（
６
）「
流
布
本
保
元
物
語
の
世
界
」（
栃
木
孝
惟
氏
編
『
保
元
物
語
の
形
成
』

汲
古
書
院
、
一
九
九
七
刊
）。

（
７
）
永
積
分
類
十
一
類
本
を
指
す
。
テ
キ
ス
ト
は
注
4
日
本
古
典
文
学
大

系
に
よ
る
。

（
８
）
拙
稿
「
流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
の
特
性
」（『
国
語
国
文
』

85

－

５
、
二
〇
一
六
・
五
）。

（
９
）『『
太
平
記
』
の
比
較
文
学
的
研
究
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
六
刊
）。

（
10
）
思
想
史
か
ら
の
観
点
で
相
良
亨
氏
が
触
れ
て
い
る
（「
儒
教
思
想
の
日

本
的
展
開
」〈
古
川
哲
史
氏
編
『
日
本
思
想
史
』
角
川
書
店
、
一
九
五
四

刊
〉）
が
、
多
々
疑
問
が
あ
る
論
で
あ
る
。
例
え
ば
『
保
元
物
語
』『
平

治
物
語
』
の
例
を
引
き
、
次
に
「『
太
平
記
』
に
な
る
と
」
と
し
て
流
れ

を
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
前
後
関
係
は
誤
り
で
あ
る
。『
平
治
物
語
』
の

テ
キ
ス
ト
の
把
握
も
不
明
瞭
な
面
が
多
い
。

（
11
）
本
文
は
後
藤
丹
治
氏
・
釜
田
喜
三
郎
氏
・
岡
見
正
雄
氏
他
校
注
『
日

本
古
典
文
学
大
系　

太
平
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
刊
）
に
よ
る
。

（
12
）
注
11
日
本
古
典
文
学
大
系
頭
注
や
、
注
9
増
田
氏
著
書
参
照
。

（
13
）
本
文
は
永
積
安
明
氏
・
島
田
勇
雄
氏
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

古
今
著
聞
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
刊
）
に
よ
る
。
私
に
表
記
を
改

め
た
箇
所
も
あ
る
。

（
14
）
本
文
は
久
保
田
淳
氏
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

方
丈
記　

徒

然
草
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
刊
）
に
よ
る
。

（
15
）『
論
語
』
は
「
孔
子
曰
、
君
子
有
二
三
戒
一
。
少
之
時
、
血
気
未
レ
定
、

戒
レ
之
在
レ
色
。
及
二
其
壮
一
也
、
血
気
方
剛
、
戒
レ
之
在
レ
鬭
。
及
二
其
老
一

也
、
血
気
既
衰
、
戒
レ
之
在
レ
得
」
と
な
っ
て
い
る
（
本
文
は
新
釈
漢
文

大
系
に
よ
る
）。

（
16
）
各
作
品
の
成
立
年
代
は
、『
群
書
解
題
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一

九
六
一
刊
）、
古
典
遺
産
の
会
編
『
室
町
軍
記
総
覧
』（
明
治
書
院
、
一

九
八
五
刊
）、
同
編
『
戦
国
軍
記
事
典　

群
雄
割
拠
篇
』（
和
泉
書
院
、

一
九
九
七
刊
）、
同
編
『
戦
国
軍
記
事
典　

天
下
統
一
篇
』（
和
泉
書
院
、

二
〇
一
一
刊
）
を
参
照
し
た
。

（
17
）
以
下
、
後
期
軍
記
の
本
文
は
、『
明
徳
記
』
は
冨
倉
徳
次
郎
氏
校
注

『
明
徳
記
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
刊
）、
そ
れ
以
外
は
『
群
書
類
従
』、

『
続
群
書
類
従
』、『
続
々
群
書
類
従
』
に
よ
る
。
句
読
点
や
誤
字
脱
字
な

ど
適
宜
私
に
改
め
た
部
分
も
あ
る
。
ま
た
、「
血
気
」
の
み
の
用
例
は
除

い
た
が
、
そ
れ
も
含
め
れ
ば
さ
ら
に
該
当
作
品
数
は
増
す
。

（
18
）『
藤
葉
栄
衰
記
』
に
は
「
仁
義
ニ
モ
血
気
ニ
モ
付
キ
不
給
リ
ケ
ル
大
将

頼
母
シ
カ
ラ
ス
」
と
あ
り
、
大
将
の
在
り
方
を
説
く
文
脈
に
繋
げ
て
い

る
。

（
19
）
巻
一
〜
巻
十
六
ま
で
は
今
井
正
之
助
氏
・
長
坂
成
行
氏
・
加
美
宏
氏

校
注
『
太
平
記
秘
伝
理
尽
鈔
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
二
刊
）、
巻
十
七
以

降
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
正
保
二
年
刊
本
に
よ
る
。
基
礎
的
な
分
析

は
東
洋
文
庫
巻
末
解
説
・
加
美
宏
氏
「『
太
平
記
秘
伝
理
尽
鈔
』
と
そ
の

意
義
・
影
響
・
研
究
史
」、
今
井
正
之
助
氏
『『
太
平
記
秘
伝
理
尽
鈔
』

研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
刊
）
参
照
。
ま
た
佐
伯
真
一
氏
『
戦
場

の
精
神
史　

武
士
道
と
い
う
幻
影
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
四

刊
）
も
参
照
し
た
。

（
20
）
石
川
透
氏
「
浅
井
了
意
筆
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
存
在
」（『
中
世
文
学
』

47
、
二
〇
〇
二
・
七
）、
同
氏
「
浅
井
了
意
自
筆
資
料
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
近
世
文
芸
』
76
、
二
〇
〇
二
・
七
）
参
照
。

（
21
）
本
文
は
朝
倉
治
彦
氏
校
注
『
東
海
道
名
所
記
』（
平
凡
社
、
一
九
七
九
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刊
）
に
よ
る
。

（
22
）
本
文
は
白
石
良
夫
氏
校
注
『
広
益
俗
説
弁
』（
平
凡
社
、
一
九
八
九
刊
）

に
よ
る
。

（
23
）
本
文
は
中
村
幸
彦
氏
他
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

英
草
紙　

西
山
物
語　

雨
月
物
語　

春
雨
物
語
』（
小
学
館
、
一
九
七
三
刊
）
に
よ

る
。

（
24
）
但
し
、『
英
草
紙
』
の
頃
に
は
既
に
義
経
を
「
血
気
の
大
将
」
と
す
る

『
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』
が
上
演
さ
れ
て
い
る
点
も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
25
）
惟
中
著
『
し
ぶ
団
返
答
』（
一
六
七
五
刊
）
に
お
い
て
は
豊
臣
秀
吉
に

対
し
て
「
血
気
の
胆
勇
」
と
し
て
い
る
。

（
26
）『
保
元
物
語
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
弓
削
繁
氏
「
六
代
勝
事
記
と
保
元

物
語
」（『
山
口
大
学
教
養
部
紀
要
』
15
、
一
九
八
一
・
十
）、『
平
治
物

語
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
日
下
力
氏
の
一
連
の
論
稿
（『
平
治
物
語
の
成

立
と
展
開
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
刊
）
に
詳
し
い
。

（
27
）
注
3
拙
稿
及
び
拙
稿
「
流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
相
互
の

影
響
関
係
│
言
葉
の
交
錯
の
吟
味
か
ら
│
」（『
国
語
と
国
文
学
』
92

－

9
、
二
〇
一
五
・
九
）。

（
28
）
注
8
拙
稿
。

（
29
）
拙
稿
「
流
布
本
『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
に
お
け
る
乱
の
認
識
と

物
語
の
改
作
」（『
中
世
文
学
』
62
、
二
〇
一
七
・
七
掲
載
予
定
）。

（
30
）
注
8
拙
稿
。

（
31
）
本
文
は
栃
木
孝
惟
氏
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

保
元
物
語
』（
岩
波

書
店
）
に
よ
る
。
適
宜
、
日
下
力
氏
『
保
元
物
語
』（
角
川
書
店
、
二
〇

一
五
刊
）
を
参
照
し
た
。

（
32
）「
為
朝
│
そ
の
位
置
づ
け
と
形
象
の
差
異
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
徳
島
大

学
学
芸
紀
要
』
23
、
一
九
七
三
・
九
）。

（
33
）「『
保
元
物
語
』
試
論
│
為
朝
造
型
の
論
理
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
軍
記

と
語
り
物
』
7
、
一
九
七
〇
・
四
）。
他
、
永
積
安
明
氏
『
中
世
文
学
の

成
立
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
刊
）
や
栃
木
孝
惟
氏
の
一
連
の
論
稿

（『
軍
記
物
語
形
成
史
序
説
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
刊
）
も
参
照
。

（
34
）
流
布
本
『
保
元
物
語
』
は
流
布
本
『
平
治
物
語
』
と
影
響
し
合
い
な

が
ら
成
立
し
、
細
部
の
言
葉
に
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、

流
布
本
『
保
元
物
語
』
が
、
自
身
と
一
組
で
読
ま
れ
て
い
た
流
布
本
『
平

治
物
語
』
に
「
血
気
の
勇
者
」
が
批
判
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。

（
35
）『
孟
子
』
の
み
に
言
及
す
る
の
は
、
宋
学
伝
来
以
降
の
儒
学
の
在
り
方

と
い
う
側
面
か
ら
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

（
36
）『
宇
都
宮
系
図
別
本
一
』（『
続
群
書
類
従
』
所
収
）
で
は
、「
自
二
十

一
歳
之
比
振
血
気
之
勇
。
家
臣
芳
賀
高
経
。
同
刑
部
大
輔
及
壬
生
上
総

守
諫
之
」
と
あ
る
。『
系
図
纂
要
』
に
は
こ
れ
ら
の
記
述
は
な
い
。

（
37
）
本
文
は
中
田
祝
夫
氏
編
『
抄
物
大
系　

応
永
二
十
七
年
本
論
語
抄
』

（
勉
誠
出
版
、
一
九
七
六
刊
）
に
よ
る
。

（
38
）
足
利
学
校
第
七
世
庠
主
九
華
老
人
（
一
五
〇
〇
〜
一
五
七
八
）
筆
『
論

語
抄
』（
抄
物
大
系
所
収
）
に
お
い
て
は
、
当
該
箇
所
に
「
血
気
ノ
勇
ナ

ル
者
ハ
、
必
ス
仁
ア
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ソ
」
と
あ
る
。

（
39
）『
三
国
志
享
受
史
論
考
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
刊
）。

（
40
）
文
明
本
・
伊
京
集
・
永
禄
五
年
本
・
天
正
十
八
年
本
な
ど
に
見
え
る
。

こ
こ
で
は
文
明
本
に
代
表
さ
せ
た
が
、
本
に
よ
り
記
述
に
多
少
の
差
異

が
あ
る
。
ま
た
管
見
に
及
ん
だ
古
辞
書
の
中
で
は
、『
節
用
集
』
に
の
み

記
述
が
確
認
出
来
る
。
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（
41
）
本
文
は
山
田
俊
雄
氏
・
入
矢
義
高
氏
・
早
苗
憲
生
氏
校
注
『
新
日
本

古
典
文
学
大
系　

庭
訓
往
来　

句
双
紙
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
刊
）

附
録
に
よ
る
。

（
42
）
例
え
ば
万
里
集
九
（
一
四
二
八
〜
没
年
不
明
）
の
漢
詩
集
『
梅
花
無

尽
蔵
』（
室
町
末
期
成
立
）
や
、
松
永
貞
徳
（
一
五
七
一
〜
一
六
五
三
）

の
著
し
た
歌
学
書
『
戴
恩
記
』（
一
六
四
五
年
頃
成
立
）
に
も
用
い
ら
れ

て
い
る
。

（
43
）
本
文
は
加
藤
盛
一
氏
校
注
『
翁
問
答
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
刊
）

に
よ
る
。
藤
樹
に
つ
い
て
は
古
川
治
氏
『
中
江
藤
樹
の
総
合
的
研
究
』

（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六
刊
）
を
参
照
し
た
。

（
44
）
本
文
は
『
日
本
教
育
思
想
大
系　

貝
原
益
軒
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

一
九
七
九
刊
）
に
よ
る
。

（
45
）
益
軒
自
ら
も
軍
記
物
語
を
愛
読
し
て
い
た
と
い
う
（
井
上
忠
氏
『
貝

原
益
軒
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
刊
）。
益
軒
に
つ
い
て
は
田
畑
真
美

氏
「『
武
訓
』
に
お
け
る
「
武
」
の
概
念
」（『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』

62
、
二
〇
一
五
・
十
二
）
も
参
照
し
た
。

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
助
成
費
（
課
題
番
号
２
０

１
６
Ｓ
０
２
５
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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The Spread of the Word “Kekki no yusha” in Literature and Society: 
Beginning with Gunkimonogatari

TAKIZAWA Mika

In Japan, the word “kekki no yusha （血気の勇者）” appeared in the 

Muromachi age, and after that, frequently became used. For example, Hogen 
monogatari, which is categorized as gunkimonogatari, use this word at the end, 

which is very important for the tale. So this word was an important way of 

thinking in the past. This paper focuses on the word “kekki no yusha”, analyzes 

how the word is used in Japan and captures the spread of this word in literature 

and society.

After Taiheiki used this word, it spread and was used in many gunkimonogatari. 
Especially the works called koukigunki, which were written after Taiheiki was 

created, used this word. By this word, the tale criticized bushi who appear in 

the tale. But the meaning of this word varies in each tale. That is, this word was 

useful because it included various values with bushi, and could teach what ideal 

bushi should be through criticism. And this word played a role in capturing the 

image of bushi in the distant past and interpreting their actions. Additionally, 

this word fulfilled a role in supporting the essential concept of each tale like 

Hogen monogatari and Heiji monogatari.
This word became gradually important in society. Ise-family and Ogasawara-

family, who served Muromachi-bakufu and handed down bukekojitsu, inherited 

“kekki no yusha” as a moral lesson. And people, who were not bushi, also used 

this word as common sense; that is, for people “kekki no yusha” was a more 

familiar way of thinking. Moreover, people often used “kekki no yusha” in order 

to recommend learning. The idea that learning get over “kekki no yu （血気の
勇）”, which configures “kekki no yusha”, was widely used because of easy-to-

follow measures.

In literature “kekki no yusha” showed the way of bushi, while in society 

it was used as the rules for bushi, so it is considered that these streams connect. 

That is, it can be said that this word exists between literature and society.
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